
講 義 項 目

１. 改正のポイント
（１）給与所得者本人の所得要件の改正
（２）配偶者控除額の見直し
（３）配偶者特別控除額の見直しと対象となる
　　 配偶者の所得上限の引き上げ

（４）配偶者の定義の変更
（５）扶養親族等の数の算出方法の変更

２. 給与計算への影響
（１）影響がある従業員の把握
（２）従業員への改正内容の説明
（３）各様式の記入時のポイント
　　
　　　

３．年末調整への影響
（１）従業員への改正内容の説明
（２）従業員への新様式での申告書類の
  　　書き方のサポート

（３）各様式の記入時のポイント

４．給与規定への影響
（１）家族手当（配偶者手当）の要件の確認

５．配偶者の社会保険への影響
（１）配偶者の社会保険加入の要件
　　 （いわゆる 106 万の壁・130 万の壁）

６．本人の所得税への影響
（１）配偶者控除の要件
　　 （103 万の壁から 150 万の壁への改正）

2019 年の給与計算等に影響する
2018 年改正

配偶者控除・配偶者特別控除の　
　　　　　　　　    ポイント

NHK 名古屋放送センタービル内教室会　場日　時 2019 年 6 月 19 日 （水）10：00 〜 16：00
計 5 時間 (1 日間 )

●人事・労務・総務部門の方
●給与実務・年末調整実務ご担当の方

対　象講　師 青 島  彩 子氏
青島彩子税理士事務所
税理士

複数名申込
割引あり

1名につき

※詳細は、裏面をご覧ください。
2,160 O

F
F￥実務セミナー　人事・労務シリーズ

〜適切な給与計算・年末調整を実践するために〜

主催：

大きな変更があった 2018 年改正の配偶者控除・配偶者特別控除のポイントと、
給与計算・年末調整等へ与える影響、その対応法についてお伝えします。

本セミナーの
ポ イ ン ト

※電卓をご持参ください

《講師派遣による「社内研修」も承っております。お気軽にお問い合せ下さい。》



青 島  彩 子 氏

　監査法人、会計事務所、税理士法人にて勤務。企業の
顧問税理士として、税務相談・経理指導を行いながら、
企業再生等を含むコンサルティング業務に従事。
　年末調整の他、給与計算セミナー等の講師としても活
躍中。例年、受講者から非常に高い評価が寄せられて
いる。

青島彩子税理士事務所
税理士

参 加 料 消 費 税 等 合 計

本会会員 30,000 円 2,400 円 32,400 円

一  般 35,000 円 2,800 円 37,800 円

★複数名申込割引に該当する場合はチェックして下さい

＜ご記入（レ印）のお願い＞
この講座の開催情報を得た時期は、
講座開催日の
□半年以上前　□3ケ月～半年前
□2ケ月前　　 □1ケ月前
□2週間前　　 □1週間前～直前

  ：一般社団法人 日本経営協会 中部本部 企画研修グループ　（担当 / 山田・里見）
     〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 10F 

お問合せ 
　　　　

先お申込み

日本経営協会・中部ホームページ http://noma-chubu.jp/     
　※お電話の問い合せ（駐車場含む）は、平日の９：15 〜 17：15 にお願いします。

下記の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX 等で下記へお申込み下さい。
折り返し、参加券と振込口座を記載した請求書をご派遣責任者までお送り致します。
● 参加料（負担金）は、銀行振込にて開催 3 営業日前までにお納めください。（経理処理の都合で遅れる場合は、事前にご連絡下さい。）
● 開催 3 日前までに参加券が届かない場合は、恐れ入りますがお電話にてご確認ください。
● 参加のお取り消しにつきましては、必ずご連絡ください。参加者のご都合が悪くなった場合は、代理の方にご出席いただきますよう
　お願い致します。
● 領収書は「振込金受領書」をもってかえさせていただきますのでご了承ください。
● 同業者のお申込みは、お断りする場合がございます。

★複数名申込割引について
同一企業 ( 団体 ) から同じ講座 ( コース ) に２名様以上でご参加
の場合は、１名様につき、2,160 円割引いたします。
下記申込欄にご記入ください。

申込方法 ：

日　　時 ：2019 年 6 月 19 日（ 水 ）10：00 〜 16：00                                                                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      計 5 時間（1 日間）

会　　場 ：  NHK 名古屋放送センタービル内教室
　　　　　   名古屋市東区東桜１- １３- ３NHK 名古屋放送センタービル ※右図参照

※参加料には、テキスト・資料代が含まれています

参 加 料 ：
（1名につき）

2019/6.19

こちらの面をそのまま FAX して下さい。

「2019 年の給与計算等に影響する
  2018 年改正　配偶者控除・配偶者特別控除のポイント」参加申込書 　　　　　年      月        日

TEL（052）957− 4172（ダイヤルイン）
FAX （052）952 − 7418

60012519

        　　　　　　  開催日の 3 営業日前からは受講料の 30％、開催当日は 100％をキャンセル料として申し受けます。
        　　　　　　    なお、当日まで連絡なくご欠席の場合も、100％のキャンセル料となりますので、予めご了承ください。キャンセルについて

その他　参加者が少数の場合、天災の場合などにおいては、中止・延期させていただく場合があります。

　一億総活躍社会を実現するための、働き方改革の一環として、
2018 年に配偶者控除が約 20 年ぶりに見直されました。
　就業調整をしなくてもよい働き方を支援することを目的とした今
回の改正によって、給与計算や年末調整等の業務は大きな影響を受
けることが予想されます。
　本セミナーでは、配偶者控除・配偶者特別控除の改正点だけでなく、
月々の給与計算業務や年末調整時ににあわてないためのポイントを
お伝えします。
　この機会に関係各位のご参加をおすすめ申し上げます。

ご参加のおすすめ 講師紹介


